
２０２０年度 事業計画 

 

１ 基本方針 

シルバ－人材センタ－は、地域での就業を通じて会員の生きがいの充実と 

福祉の増進に資することを目的としています。 

そうしたことで、当センタ－は、高齢者の生きがいと地域のニ－ズを結ぶため、

双方の現状を把握して、社会情勢にあった事業の運営をしていかなければなり

ません。 

現在、当センターの会員数は、ここ数年徐々に減少し、それに伴い配分金も減

少しています。この原因として、労働者の雇用延長もその一つですが、定年後の

労働に対する意識・感覚が従来と変わってきていることが大きなものだと感じ

ています。 

地域のニ－ズに対応できる受皿、つまりは労働力、会員の確保は必須で、  

それに向けた新たな事業普及、女性会員拡大、当センタ－事業ＰＲなどの取り組

みが喫緊の課題となっています。 

また、現在の業務をより経済効率が上がるようにすることの検討、さらなる安

全強化の徹底、会員の資質の向上、会員が健康であり少しでも長く社会貢献でき

ることを目指します。 

  

２ 実施計画（重点項目） 

〇安全適正就業委員会  

（１）安全・適正就業の徹底 

①安全就業の徹底 

    「安全はすべてに優先する」を念頭に、ヘルメットや安全帯などの安全

装備の使用を徹底するとともに、新たな安全対策の調査・研究、事故防止

器具等の啓発に努めます。また、事故発生後の再発防止策の周知、安全パ

トロ－ルなどの安全就業に取り組みます。 

②適正就業の推進 

    多くの会員が公平な就業機会が得られるようローテーション化を図り

ワークシェアリングを進めるとともに、適正就業ガイドラインに沿った

請負・派遣事業の説明や有料職業紹介事業も考慮に入れた適正就業の確

保に努めます。 



（２）交通安全の推進 

    高齢者による交通事故が増加している中、個々の交通安全に対する 

意識が高揚するよう努めます。 

（３）健康・衛生管理の徹底 

    会員の就業中の熱中症対策、インフルエンザ対策、健康診断の受診  

など、会員自身の健康・衛生管理に対する意識啓発に努めます。 

 

〇事業普及委員会  

（１）就業開拓の推進 

①就業機会の拡大 

会員の就業機会の拡大の観点から、愛知県シルバー人材センター連合会

と連携して高齢者活躍人材確保育成事業に取り組みます。 

②普及啓発活動の推進 

      シルバー事業の理念や事業内容等について、ホームペ－ジでの掲載や

催し物会場でのチラシの配付に加え、「シルバーの日」での地域ボランテ

ィアなど、広く市民に高齢者の生きがいと地域ニーズの融合に取り組み

ます。 

③福祉・家事援助サービス事業の推進 

    できる限り住み慣れた地元で暮らせるようにする「介護予防・日常生活

支援総合事業」に、関係機関とも情報共有を図りながら、この総合  事

業の中の家事援助サービス事業に取り組みます。 

（２）独自事業の推進及び開拓 

①襖張り替え等独自事業 

    会員が独自に創出しました、襖・障子・網戸の張り替えに取り組み  

ます。 

②新たな独自事業の開拓 

    会員の就労機会を目指し、新たな独自事業を開拓するため、調査研究し

ます。 

      

〇会報宣伝委員会  

（１）会報・ホームペ－ジ等の研究 

 親しみやすい会報づくり、検索件数が増えるような使いやすいホ－ム

ペ－ジの作成に努めます。 



 特に、女性会員拡大に向けた会報宣伝活動に努めます。 

（２）アンケ－ト調査の実施 

    シルバ－人材センタ－の意識調査、高齢者の就業率の向上を図るため、

全会員を対象にアンケ－ト調査、また、お客様の満足度の向上に努めるた

めに、顧客満足度アンケ－ト調査を継続して実施します。 

 

〇総務委員会  

（１）組織体制の充実 

  ①組織、規程等の整備 

    社会情勢の変化に速やかに対応し、現在の組織・規程等が機能できるよ

う努めます。 

    また、コンビニエンス収納の導入に伴う経費の動向によって、今後、事

務費見直しの必要性を検討します。 

  ②指定管理の受託 

    会員の自主的な活動を支援するための高齢者生きがい活動センターの

施設管理を市から受け、効率的な指定管理運営に努めます。 

（２）会員の資質向上 

    会員やシルバー人材センターに対する期待と信頼性を向上させるため、

会員自身の技術・能力の向上に取り組みます。 

（３）相談事業の実施 

    市内高齢者の方の「生きがいづくり」として、雇用・就業に伴う様々な

相談を施設内で行い、アドバイスをします。 

    また、入会を希望される方を対象に、毎月２回（第２・第４水曜日）説

明会を開催します。 

 

 

 

 

 

 


